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社会教育法第23条第1項第1号の解釈について（通知）

平成25年3月12日に「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」が閣議決定されまし

た。その中に「公民館の運営方針（23条1項1号）については，施設命名権の売却を禁止す

るものではないこと等について各地方公共団体に通知する。」という記載があります。

これは，全国市長会から，公民館において「ネーミングライツを実施することや，個展

において作品を販売することなど，これらの創意工夫に基づく活動ができない状況にある」

（「さらなる「基礎自治体への権限移譲」及び「義務付け・枠付けの見直し」について【提

案】」（平成24年7月24日））との指摘がなされたことを受け，社会教育法（昭和24年法律第

207号。以下「法」という。）第23条第1項第1号の解釈について，改めて周知を図ることを

定めたものです。

法第23条第1項第1号の解釈は下記の通りですので，貴教育委員会におかれては，域内の

市（特別区を含む。）町村教育委員会に対し，本件について周知徹底を図られるとともに，

公民館が地域の実情に合わせて柔軟に運営され，その活動がいっそう活性化されるよう，

適切な指導をお願いします。

記

１ 法第23条第1項第1号の趣旨について

法第23条第1項第1号では，公民館が「もつぱら営利を目的として事業を行い，特定

の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること」を禁止してい

る。

本規定の趣旨は，公民館が，法第20条に掲げる目的を没却して専ら営利のみを追求

することや，特定の営利事業に対して特に便宜を図り，それによって当該事業に利益

を与えることを禁止するもので，公民館が営利事業に関わることを全面的に禁止する

ものではない。

２ 全国市長会からの指摘による具体的事例について

（１）施設命名権（ネーミングライツ）の売却

施設命名権の売却が，入札等の方法を通じて公正に行われるものであれば，法第

23条第1項第1号で禁止される行為には当たらない。



（２）地域の芸術振興のための個展における作品の販売

① 公民館が個展を主催する場合

公民館が専ら営利のみを追求することは禁止されているところであるが，法第20

条に掲げる目的のために実施する事業であれば，その一環として作品の販売を行う

ことは，法第23条第1項第1号で禁止される行為には当たらない。

ただし，特定の者に特別の利益を与える意図をもって事業を実施することは，同

号における「営利事業を援助すること」に当たるため禁止されている。また，作品

の販売を営利事業者に委託する場合は，当該事業者が公正に選定されるよう留意す

る必要がある。

② 個展を行う事業に対して公民館の施設を供与する場合

公民館が，特定の営利事業に対して，使用回数や使用時間，使用料等に関して優

遇するなど，特に便宜を図り，それによって当該事業に利益を与えることは禁止さ

れているところであるが，公民館の施設を供与する事業が作品の販売を伴うもので

あっても，公正に施設の供与を行うのであれば，法第23条第1項第1号で禁止される

行為には当たらない。

（参考）
○ 社会教育法（昭和24年法律第207号）
（目的）

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文
化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文
化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

（公民館の運営方針）
第二十三条 公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利
事業を援助すること。

二 （略）
２ （略）
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